
 

第３回 大阪広域環境施設組合 廃棄物処理施設建設等委員会 議事要旨 

 

１．開催日時：令和２年 12月 24日（木） 午後３時 30分～午後５時 

 

２．開催場所：あべのルシアス 11階 共通会議室 

 

３．出席者 

委 員：西村委員長、島田委員、谷口委員、水谷委員 

  事務局：蓑田事務局長、金子施設部長、德本総務部長、藤井建設企画課長、吉岡施設管理

課長、池田総務課長、中村鶴見工場長、山本建設企画課長代理（司会）、竹中担

当係長、長谷川担当係長、植内担当係長 

 

４．議題 

（１）第２回委員会における検討内容と意見等の整理【 報告事項 】 

（２）施設配置計画の検討について 

（３）災害廃棄物処理・防災機能の検討について 

 

５．議事要旨 

（１）第２回委員会における検討内容と意見等の整理【 報告事項 】 

・事務局より資料１に基づき報告があり、第２回委員会における検討内容と意見等を確認

した。 

・ご質問のあった高圧ガス保安法上の管理者選任は不要であると報告された。 

（２）施設配置計画の検討について 

・事務局より資料２に基づき、工場棟の大きさ、施設配置条件、煙突の再利用、施設配置

計画についての検討結果が報告された。審議の結果、事務局提案の施設配置計画を妥当

と判断し、提案どおり認めることとした。 

・「煙突を再利用した場合にかかる維持管理費や緑化の維持管理費は、今後検討していく

べきであるため、その旨を記載しておいた方が良い」との意見があった。 

（３）災害廃棄物処理・防災機能の検討について 

・事務局より資料３に基づき、廃棄物処理システムの強靭化、防災活動の支援についての

検討結果が報告された。審議の結果、事務局提案を妥当と判断し、提案どおり認めるこ

ととした。 

・「構造体“Ⅱ類”の『割増係数 1.25』とプラント架構“重要度Ⅱ”の『係数 0.65』が大

きく違うので耐震性としてアンバランスにならないよう、設計時に注意してほしい」と

の意見があった。 

・「浸水対策であるが、防水扉等を設置しても工場棟への浸水を完全に止めることはでき

ないため、当初からそれを排水する機能を追加しておくべきである」との意見があった。 

 

６．主なご意見等 

【例示：○委員、→事務局】 

（１）第２回委員会における検討内容と意見等の整理【 報告事項 】 

・特になし。 

 

 

 



 

  

（２）施設配置計画の検討について 

○図２-５にある“筒元”と“筒先”の意味を教えてほしい。 

→“筒元”が煙突外筒の内面側で“筒先”が煙突外筒の外側に向けた中心部である。 

○資料としては“内部”、“外部”に修正した方が分かりやすい。 

→ご意見のあったとおり、修正する。 

○現時点で推定している工場棟の大きさでの緑化率はどれぐらいなのか。 

→実際には復水器やスロープもあるので、建築面積が分からない。そのため、緑化率の算定

はしていない。 

○図２-８の４階平面図（イメージ）では、復水器の配置が分かりづらいので、説明してほ

しい。 

→復水器下部は車路になっており、柱で支えた構造物の上に復水器を配置している。 

○復水器は建屋と一体でなくても重量的に大丈夫ということか。 

→実際に東淀工場で復水器下部が車路になっており、柱で支えた構造物の上に復水器を配置

している。鶴見工場も同様の形状で考えている。 

○図２-２、図２-３の一般来訪者の搬入動線が図の右下から出た後、なくなっているのはな

ぜか。 

→図２-２、図２-３では、搬入車両と干渉する地点のみを記載しており、搬入車両と同一の

動線は色を分けていない。 

 

（３）災害廃棄物処理・防災機能の検討について 

 ○プラント用水の確保する量はどれぐらいなのか。 

 →設備の容量が決まっていないので、プラント用水の量の検討はしていない。 

 ○プラント用水の水槽は水が入っている分、質量が大きいので、注意して水槽架台などの設

計をしてほしい。 

 →現在稼働している工場では、受水槽などの大量の水を保管する水槽は地中の建物の中に収

めている場合が多く、陸置きの水槽は少ない。 

 ○地盤や杭はどうするのか。 

 →建物に合わせて杭は改めて打設することになる。現在ある杭と干渉するところの取り扱い

などの検討も進めていく。杭の深さはこれまでのボーリング調査である程度、把握ができ

ているので基本的に深さは変わらないと考えている。 

 ○排ガス処理方式が湿式から乾式に変わるが、それによる水や薬品の量はどれぐらい変わる

のか。 

 →乾式での水や薬品の使用量が分からないため、詳細は事業者提案を受けて決めることにな

る。 

 ○煙突を再利用しても、耐震基準を満足しているのか。 

 →現在の煙突をそのまま利用するのは既存不適格であるが、耐震基準を満足できるように改

修していくことになる。 

 

 

 


